
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  事業的規模でない不動産の貸付け 

Ｑ：私は、昨年にマンションを１室取得し

て、これを賃貸しています。不動産所得の申

告が必要になりますが、聞くところによりま

すと、65万円の青色申告控除が適用できない

とか。どのようになっているのですか？ 

 

Ａ：不動産の貸付けが事業的規模でない場

合は、65万円の青色申告控除が適用されませ

ん。 

【解説】 

所得税における65万円の青色申告特別控除

は、不動産所得又は事業所得を生ずべき事業

を営む青色申告者に適用されることとなって

おり、不動産の貸付けが、事業的規模で行わ

れていない場合は、65万円ではなく10万円の

青色申告特別控除が適用されることとなって

います。 

事業的規模とは、社会通念上事業といえる

程度の規模の貸付けかどうかで判断されます

が、次のいずれかに該当する場合又は賃貸料

の収入状況、貸付資産の管理状況等から見て、

このような場合に準ずる事情があると認めら

れる場合には、事業として行われているもの

として取り扱われることとなっています。 

 ①貸間、アパート等については、貸与するこ

とができる独立した室数がおおむね10以上で

あること 

 ②独立家屋については、おおむね５棟以上で

あること 

  なお、不動産が共有の場合であっても、持

分で按分せず、実際の室数又は棟数で判定す

ることになります。 
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